
令和 6 年度 ⻑崎県⼤学図書館協議会総会 議事要旨 
 
日時：令和 6 年 8 月 19 日（月）13：00〜14：10 
会場：ＷＥＢ会議（開催：⻑崎⼥⼦短期⼤学） 
出席館：11 館 19 名（欠席館なし） 
⻑崎県⽴⼤学シーボルト校（⼀瀬智信）、⻑崎県⽴⼤学佐世保校（冨永宏美）、⻑崎総合
科学⼤学（⻄村泰成）、活⽔⼥⼦⼤学（奥村治輝）、⻑崎純⼼⼤学（川瀨めぐみ）、⻑崎
国際⼤学（岸原健二・久保隆司）、⻑崎外国語⼤学（野田雄史・別所佐和⼦）、鎮⻄学院
⼤学（天野みゆき）、⻑崎⼥⼦短期⼤学（森 弘⾏・伊藤理恵⼦）、⻑崎短期⼤学（岩﨑
節⼦）、佐世保工業高等専門学校（堂平良⼀・光田有那）、⻑崎⼤学（浜田久之・佐藤千
夏・⿊田恵美・柳生紀⼦） 
オブザーバー出席：⻑崎県公共図書館等協議会（池田 浩） 
 
 
1、 総会成⽴の報告 

全館出席のため、総会が成⽴するとの報告があった。 
また、オブザーバーとして⻑崎県公共図書館等協議会より⻑崎県⽴⻑崎図書
館の池田 浩館⻑が出席するとの説明があった。 
 

2、 会場館挨拶 
⻑崎⼥⼦短期⼤学図書館⻑（森 弘⾏）より挨拶があった。 
 

3、 代表幹事館挨拶 
所用のため遅れて参加するとのことで、挨拶は後ほどとなった。 
 

4、 自己紹介 
名簿順に自己紹介をおこなった。 
 

5、 議⻑選出 
慣例により、会場館である⻑崎⼥⼦短期⼤学図書館森 弘⾏館⻑が議⻑に選
出された。 
 
 



6、 議題 
（１）令和５年度事業報告・決算報告・監査報告について 〔資料 1〜2〕 

事務局担当（⻑崎⼤学：柳生）より、前年度の事業報告と決算報告があった。
監査報告については、⻑崎純⼼⼤学川瀨司書より適正との報告があった。報
告事項はすべて承認された。 
 
研修会・講演会報告 
1） 令和 5 年 10 月 16 日、⻑崎県公共図書館等協議会との合同研修会が開

催された。会場はミライ on 図書館＋オンライン、参加者は 157 名（⼤
学図書館 22 名、公共図書館等 135 名）であった。 

2） 令和 5 年 12 月 19 日、実務研修会がオンラインにて開催された。参加
者は 21 名（11 ⼤学）であった。 
 

継続事業 
1） Library Lovers’ Nagasaki 2023（期間：令和 5 年 10 月 27 日（⾦）〜11

月 9 日（木））に、全加盟館が参加した。合同企画は『オリジナルしお
りプレゼント』で、10 ⼤学が独自企画・イベントを開催した。（ワーキ
ンググループ：7 ⼤学 8 名、活動：オリジナルグッズ制作、ポスター制
作、ブロク運営） 

2） 合同研修会の実施、協力車を利用した相互貸借など、公共図書館との相
互協力の推進を順調に⾏っている。県⽴⻑崎図書館⻑からの「第 110 回
全国図書館⼤会 2024 ⻑崎⼤会」への協力要請に対し、⼤会成功のため
主催団体の⼀つとして、全加盟館で協力することを総会にて確認した。 

 
（２）令和６年度・７年度役員館等の選出（案）について 〔資料 3〕 

事務局担当（⻑崎⼤学：柳生）より、ローテーション表にもとづいて説明が
あり、令和 7 年度の役員館等について承認された。また、代表幹事館は⻑崎
⼤学となった。 
 

（３）令和６年度事業計画（案）及び予算（案）について 〔資料 4〜5〕 
事務局担当（⻑崎⼤学：柳生）より資料に沿って説明があり、ともに承認さ
れた。 



（４）会則の⼀部改正について 〔資料 6〕 
会則の⼀部改正（案）について、事務局担当（⻑崎⼤学：柳生）から資料に
沿って説明があり、第７条第３項「代表幹事館は、本会の会務を処理する。」
について、「代表幹事館の館⻑を本会の会⻑とする。代表幹事館は、本会の
会務を処理する。」と改正することが承認された。 
 

（５）全国図書館⼤会第 2 分科会の企画（案）について 〔資料 7〕 
事務局担当（⻑崎⼤学：柳生）から資料に沿って説明があった。構成（タイ
ムスケジュール）の変更と、必要人員確保のためボランティアスタッフとし
て各館へ 1 名ずつ職員派遣要請があり可能な範囲で協力することを確認し、
承認された。 
 

 
7、 報告事項 
（１）各館の当面する諸問題について 〔資料 8〜9〕 

・各館のカビや湿気に対する対策や予防について【提案館：活⽔⼥⼦⼤学】 
・図書館の SNS 利用について【提案館：⻑崎純⼼⼤学】 
名簿順に各館から現状や取組みについて発表があった。 
 

（２）その他 
所用のため遅れて参加となった、代表幹事館館⻑である⻑崎⼤学附属図書館
⻑（浜田久之）より挨拶および第 2 分科会への協力要請があった。 

 
 
8、 次年度会場校挨拶 

⻑崎純⼼⼤学川瀨司書より挨拶があった。 
 

閉会 
以上をもって議事を終了した。 


